
入 札 執 行 公 告 

 

下記の自動販売機設置に係る行政財産の貸付について、制限付一般競争入札を行

うので、清水町財務規則（昭和63年規則第１号。以下「規則」という。）第122条の

規定に基づき公告する。 

令和８年１月15日 

                        清水町長 関 義 弘   

                   記 

１ 入札執行者 清水町長 関 義 弘 

 

２ 入札に附する事項 

⑴  入札番号 一般第４号 

⑵  件  名 令和７年度 地域交流センター飲料用自動販売機設置場所貸付 

⑶  貸付場所 静岡県駿東郡清水町堂庭６番地の１  

清水町地域交流センター 休憩コーナー（北側） 

⑷  貸付面積 3.72㎡（幅3,640mm、奥行1,022mm） 

⑸  貸付期間 令和８年４月１日から令和11年３月31日（３年間） 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

令和７・８年度清水町物品調達等入札参加資格に係る認定を受けている者又は

本件のみに認める物品調達等入札参加資格申請資料を提出し入札参加資格が認め

られる者で、次に掲げる条件を全て満たしていることについて確認を受けたもの

であること。 

⑴ 法人の場合は、静岡県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人の場合は、

清水町内に居住し、業を営んでいること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこ

と。 

⑶ 自動販売機の設置（自ら管理し、及び運営するものに限る。）について、令和

２年度以降に国、静岡県又は静岡県内の地方公共団体の庁舎、施設等に自動販

売機の設置実績を有していること。 

⑷ 国、県及び町税を滞納していないこと。 



⑸ 次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 清水町暴力団排除条例（平成24年条例第16号）第２条第２項に規定する暴

力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びに法人その他の団体の

役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）

が暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者であると認められる場

合 

  イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147

号）に基づく処分を受け、若しくは過去に受けたことがある団体及びその代

表者、主宰者又はその構成員 

  ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（

平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再

生手続開始の決定を受けている者を除く。） 

  エ 入札参加資格申請書を清水町が指定する期日までに提出しなかった者 

 

４ 清水町物品調達等入札参加資格審査申請書 

⑴ 申請方法 

 ア 提出方法 郵送又は持参とする。 

 イ 受付期間 令和８年１月15日（木） 午前10時から 

令和８年１月29日（木） 午後１時まで 

（土、日曜日及び祝日を除く。なお、郵送による提出の場合は、

受付期間終了日前日の消印まで有効とする。） 

 ウ 提 出 先 〒411-8650 

   郵 送 先 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の１ 

        清水町役場 総務課 財務係 宛て 

 エ 郵送方法 封筒の表面左下に朱書きで「資格審査申請書類在中」と明記し  

        110円切手を貼付した返信用封筒に返信先の住所、申請者(法人) 

名等を記載したもの同封すること。 

  オ 資格期間 本件のみの参加資格とする。 

           

 



⑵ 申請様式及び資料 

ア 申請書様式については、清水町ホームページに掲載されている入札資格審査

申請関係から令和８・９年度清水町物品調達等の様式の年度を修正し提出する

こと。 

イ 申請資料については、提出書類一覧を確認し、必要な資料を提出すること。 

ウ 申請に必要な証明書等については、発行後３か月以内のものとすること。 

 

５ 入札参加資格確認申請書の配布 

⑴  配布期間 

入札参加資格申請書 令和８年１月15日(木)から令和８年２月６日(金)まで 

⑵ 配布場所 清水町ホームページからダウンロード 

 

６ 入札参加資格の申請 

⑴ 本入札の希望参加者は、次により入札参加資格確認申請書（以下「申請書」

という。）及び入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を作成の上、提

出しなければならない。 

  ア 申込期間  令和８年１月15日（木）午前10時から 

令和８年２月６日（金）午後１時まで 

（土、日曜日及び祝日を除く。なお、郵送による提出の場合 

は、受付期間終了日前日の消印まで有効とする。） 

イ 申 込 先  清水町役場本館３階 総務課財務係 

ウ 申込方法  郵送又は持参とする。 

⑵ 申請書は、別記様式第１号により作成すること。 

⑶ 資料は、次により作成すること。なお、イの自動販売機の設置実績は、令和

２年度以降に自動販売機の設置が完了しているものに限り記載すること。 

ア 清水町物品調達等入札参加資格の認定を受けていることを証する書面として

「令和７・８年度清水町入札参加資格申請書又は本案件により得た受付票（物

品調達等）」の写しを添付すること。 

イ 自動販売機の設置実績は、別記様式第２号により作成すること。 

ウ 上記６⑶イの自動販売機の設置実績として記載した内容に係る契約書の写し

等の証するものを提出すること。 



 

⑷ その他 

ア 申請書及び資料の作成並びに申込みに係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に提 

出者に無断で使用しない。 

ウ 提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

エ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

オ 提出された申請書及び資料は、公表しない。 

カ 申請書及び資料に用いる言語は日本語とする。 

 

７ 入札参加資格の確認 

⑴  入札参加資格の確認結果は、令和８年２月20日（金）に郵送にて通知する。 

⑵ 入札参加資格がないと認められた者は、次に掲げるところによりその理由の 

説明を求めることができる。 

ア 請求期限 令和８年２月24日（火）午後４時まで 

イ 請求方法 清水町役場本館３階 総務課財務係に書面で請求すること。 

ウ 回 答 日 令和８年２月27日（金）に書面にて回答する。 

 

８ 設計図書等に係る質疑回答 

⑴  質疑期間 令和８年２月26日（木）まで 

⑵ 質疑方法 持参、郵送又はＦＡＸにより行うこと。ただし、郵送、ＦＡＸ 

により質問を行う場合は、電話でその旨を連絡すること。   

⑶ 回 答 日 令和８年２月27日（金）まで 

⑷ 回答方法 清水町ホームページにより回答する。 

 

９ 入札方法等 

⑴ 入札書提出・開札日時 令和８年３月５日（木）午前10時 

⑵ 入 札 書 記 載 金 額 消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免 

税業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税 

に係る金額を抜いた月額を入札書に記載すること。 

⑶ 開札場所             清水町役場本館３階 大会議室 



⑷ 入札方法  

 ア 入札書（別記様式第４号）により作成し、封印の上、表面に「入札番号、

何々件名入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所及び氏名を記載して公

告に示した日時及び場所において提出しなければならない。 

 イ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させな

ければならない。 

 ウ 入札書の提出については、郵送を認めない。 

 エ 入札者が１者であっても、入札の執行を行う。 

⑸ 入札回数 ２回 

 

10 落札者の決定方法 

清水町が事前に定めた最低貸付料（月額、非公開）以上の価格をもって有効な

入札を行った者のうち、最高の価格を入札した者を落札者とする。 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金 免除 

⑵ 契約保証金 免除 

 

12 契約書の作成 

契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。 

 

13  その他 

⑴ 入札参加者は、入札執行公告及び入札心得書を熟読し、入札執行公告に記載

のないものについては、入札心得書を遵守すること。 

⑵ 契約書案及び入札心得書は、清水町ホームページで縦覧するものとする。 

⑶ 契約手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑷ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことが

ある。 

⑸ その他詳細不明の点については、静岡県清水町総務課財務係（電話番号055-

981-8237）に照会すること。 


